
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  上場株式等に係る譲渡損失の損益通算            

Ｑ：今年度の税制改正では、上場株式等に

係る譲渡損失の損益通算の取扱いが改正にな

っているそうですが、どのようになったので

すか？ 

                                              

Ａ：対象が拡充されています。 

【解説】 

今年度の税制改正では、金融所得課税の一

体化の一つとして、上場株式等に係る譲渡損

失の損益通算の範囲の拡充がなされました。 

具体的には、次に掲げる公社債及び受益権

(特定公社債)が追加され、特定公社債に係る

譲渡損失と利子所得及び配当所得との間の損

益通算が可能となるとともに、譲渡損失につ

いて、３年間繰越控除することが認められる

こととなりました。 

また、今回新たに追加された特定公社債等

に係る所得と従来から損益通算及び繰越控除

の特定の対象になっている上場株式等に係る

譲渡損失及び配当所得との損益通算も行うこ

とができることとなっています。 

 ①公社債等で金融商品取引所に上場されてい

るものその他これに類するもの 

 ②公社債投資信託又は証券投資信託以外の投

資信託でその設定に係る受益権の募集が一

定の公募により行われたものの受益権 

 ③特定目的信託(その信託契約の締結時にお

いて原委託者が取得する社債的受益権の募

集が一定の公募により行われたものに限

る)の社債的受益権 
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